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財政援助団体等監査の結果報告に係る措置状況について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定による監査を  

実施し、同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を決定し市長等に提出 

しましたが、同条第１４項の規定により、市長から当該監査の結果に基づき措置を

講じた旨の通知がありましたので、公表します。 

 

１ 監査の対象 

 ⑴ 公益財団法人周南市文化振興財団 

 ⑵ 本市主管課（文化スポーツ観光部文化振興課） 

２ 監査の範囲 

⑴ 保管金等監査 

   令和５事業年度（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）末及び  

令和６年７月末日時点の預金等の実在性の確認と現金や預金等の管理に   

関する事務 

 

 ⑵ 出納事務監査 

   原則として令和５事業年度の決算及び令和６事業年度の一部に係る出納  

その他の事務 

 

３ 保管金等監査の実施日 

  令和６年９月３日 

 

４ 出納事務監査の実施期間 

  令和６年８月２３日から１２月１８日まで 

 

 

 



５ 監査の結果に基づき措置を講じた内容 

 ⑴ 文化スポーツ観光部文化振興課 

ア 出納事務監査について 

① 

指摘事項 

個人情報の保護に関する法律や本市の条例の改廃によ

り必要となる文化振興財団の規程の見直しについて、

適切な指導がされていなかった。 

措置状況 
今後は、文化振興財団の法制執務についての情報共有

を適宜に行い、適切な指導を徹底いたします。 

② 

指摘事項 
指定管理に関する事業計画書について、基本協定書に

おいて定められた期日までに受理されていなかった。 

措置状況 

今後は、事業計画書の提出について定められた期日ま

でに行うよう指示し、基本協定書に基づいた事務処理

を徹底いたします。 

③ 

指摘事項 
指定管理施設における自主事業の実施について、事前

の承認を行っていなかった。 

措置状況 

今後は、自主事業の事業計画書について事前に提出す

るよう指示し、基本協定に基づいた事務処理を徹底い

たします。 

④ 

指摘事項 
指定管理施設に関する保険加入について、保険加入義

務の履行状況や加入内容を把握していなかった。 

措置状況 
保険証書の提出を受け加入内容等の確認を行いまし

た。今後は、適切な事務処理を徹底いたします。 

⑤ 

指摘事項 

指定管理施設における管理業務について、市が行うべ

き施設改修を文化振興財団が第三者へ委託して実施す

ることを把握していたにもかかわらず、適切な指導が

されていないものがあった。 

措置状況 

今後は、リスク分担による施設改修や第三者委託の場

合の事前承認について適正な判断と指導を行い、基本

協定書に基づいた事務処理を徹底いたします。 

  

イ 不祥事に関する監査について 

① 

指摘事項 

令和５年１０月１３日付けで文化振興財団に対し改善

指示書を発し、当該改善指示に対する実地調査を令和

６年１月２２日に実施され、当該調査の報告を行って

おられるが、一部の事務の執行について十分な説明を

受けないままで結論付けをした報告書となっていた。 

措置状況 
今後は、文化振興財団の財務事務等について正確な把

握と分析に努め、適切な指導を徹底いたします。 

 


